
沖縄県中小企業振興会議　概要
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【設置目的】

　　沖縄県の中小企業振興施策に関し、中小企業者その他の関係者の意見を聴く

　機会を確保する。

【所掌事項】

　　(1) 沖縄県中小企業支援計画に関すること。

　　(2) 中小企業施策の改善に関すること。

　　(3) 新たな中小企業施策の立案に関すること。

　　(4) その他中小企業の振興に関し必要な事項

【開催日程】

　　第１回会議　平成２０年　８月１１日（月）１３：００～１４：００

　　第２回会議　平成２０年１０月３０日（木）１４：００～１６：００

【組織図】以下のとおり
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沖縄県中小企業振興会議 設置要綱

平成20年７月15日制定
平成20年10月１日一部改正

（設置目的）
沖縄県中小企業の振興に関する条例 平成20年沖縄県条例第18号 以下 条第１条 （ 。 「

例」という ）第７条に定める中小企業者その他の関係者の意見を聴く機会を確。
、 （ 「 」 。） 。保するため 沖縄県中小企業振興会議 以下 振興会議 という を設置する

（所掌事項）
振興会議は沖縄県の中小企業の振興に関する施策（以下「中小企業施策」第２条

という ）に係る次の各号に掲げる事項について意見を聴取する。。
(1) 沖縄県中小企業支援計画に関すること。
(2) 中小企業施策の改善に関すること。
(3) 新たな中小企業施策の立案に関すること。
(4) その他中小企業の振興に関し必要な事項

（組織）
振興会議は、会長及び委員15人以内で組織する。第３条

２ 会長は、沖縄県知事をもって充てる。
３ 委員は、別表のとおりとする。
４ 第６条に定める専門部会及び第８条に定める地域部会を置く場合は、専門部会
長及び地域部会長は振興会議の委員を兼ねるものとする。

（任期）
委員の任期は２年間とする。ただし、再任を妨げない。第４条

（会議）
振興会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。第５条

（専門部会）
振興会議は、必要と認める場合には、個別の中小企業施策に関する専門部第６条

会を置くことができる。
、 。２ 専門部会に属する委員及び専門部会長は 振興会議の委員から会長が指名する

３ 専門部会長は、会長の指揮を受け、会務を総理する。
、 。４ 部会の運営その他に関し必要な事項は 専門部会長が会長の同意を得て定める

（関係者等の出席）
振興会議及び専門部会は、必要があると認めるときは、関係者、学識経験第７条

者等の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

（地域部会）
振興会議は、必要と認める場合には、地域における中小企業関係者相互間第８条

の意見の交換を促進するため、地域部会を置くことができる。
２ 地域部会の委員は、条例の趣旨を理解し賛同する中小企業関連団体の役職員、
学識経験者、関係行政機関の職員その他の者であって、当該地域に事務所又は住
居を有する者とする。
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３ 地域部会に、部会長を置き、地域部会の委員のうちから互選する。
４ 地域部会長は、会務を総理する。
５ 地域部会の運営その他に関し必要な事項は、地域部会で協議のうえ地域部会長
が定める。

（庶務）
振興会議の庶務は、沖縄県観光商工部産業政策課において行う。第９条

２ 専門部会及び地域部会の庶務は、各部会で協議のうえ各部会の長が定めるとこ
ろにおいて行う。

（雑則）
この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長第10条

が定める。

附 則
この要綱は、平成20年７月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年10月１日から施行する。
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沖縄県中小企業振興会議委員

No 団体名 役職 氏名 備考

－ 沖縄県 知事 仲井眞 弘多 会長（議長）

中堅企業１ 沖縄県経営者協会 会長 知念 榮治

組織化支援２ 会長 仲田 重利沖縄県中小企業団体中央会

中小企業支援３ 会長 国場 幸一沖縄県商工会議所連合会

小規模支援４ 会長 荻堂 盛秀沖縄県商工会連合会

中小企業全般５ 代表理事 糸数 久美子沖縄県中小企業家同友会

中小工業企業６ 沖縄県工業連合会 会長 島袋 周仁

金融支援７ 沖縄振興開発金融公庫 理事 譜久山 當則

（観光産業科学部） 学識経験者８ 琉球大学 学部長 平敷 徹男

金武町商工会長９ 北部地域部会 会長 安富 勝

うるま市商工会長10 中部地域部会 会長 兼堅 浩一

糸満市商工会長11 南部地域部会 会長 呉屋 泰明

浦添商工会議所12 那覇・浦添地域部会 会長 仲里 邦彦

理事専務

沖縄県中小企業家同13 宮古地域部会 会長 砂川 佳一

友会宮古支部顧問

石垣市商工会長14 八重山地域部会 会長 大原 正啓（予定）

15

（順不同）
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沖縄県中小企業の振興に関する条例
（平成20年沖縄県条例第18号）

目次
第１章 総則（第１条－第５条）
第２章 基本方針（第６条）
第３章 施策の策定等に関し県が講ずる措置（第７条－第
条）13

附則
総則第１章

（目的）
この条例は、中小企業の振興について、その基本理第１条

念、県の施策に関する基本方針及び県の施策の策定過程に
おける中小企業者その他の関係者の意見を反映させる手続
その他県が講ずる措置を定めるとともに、県並びに中小企
業者及び中小企業関連団体の責務等を明らかにすることに
より、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、も
って本県経済の発展及び県民生活の向上に資することを目
的とする。
（定義）

、 、第２条 この条例において 次の各号に掲げる用語の意義は
それぞれ当該各号に定めるところによる。

（ ）⑴ 中小企業者 中小企業支援法 昭和38年法律第147号
第２条第１項第１号から第３号までのいずれかに該当す
る者であって、県内に事務所又は事業所を有するものを
いう。

（ ）⑵ 経営の革新 中小企業基本法 昭和38年法律第154号
第２条第２項に規定する経営の革新をいう。

⑶ 経営資源 中小企業基本法第２条第４項に規定する資
源をいう。

⑷ 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定す
る事業者であって、県内に事務所又は事業所を有するも
のをいう。

⑸ 産学行政の連携 事業者（経済団体を含む。第11条に
おいて同じ 、大学等（大学若しくは高等専門学校又は。）
これらに附属する研究機関をいう。第11条において同
じ ）又は国（独立行政法人及び政府関係金融機関を含。
む。第11条において同じ 、県若しくは市町村が相互に。）
密接な連携を図ることをいう。

（基本理念）
中小企業は、多様な事業の分野において特色ある事第３条

業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、県民生活に必
要な物資や役務を提供することにより本県の経済及び県民
生活の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小
企業者が創意工夫を生かして事業活動を行うことを通じ
て、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、離島そ
の他の地域における経済の活性化及び県民生活の利便性の
向上を促進する等本県経済の発展及び県民生活の向上に重
要な役割を有するものであることにかんがみ、その振興に
ついては、独立した中小企業者の自主的な努力が助長され
ること及び中小企業の事業活動の活性化の効果が地域の活
性化に寄与し、地域の活性化が中小企業の成長発展をさら
に促進させることを旨として図られなければならない。
（県の責務）

県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」第４条
という ）にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総。
合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（中小企業者及び中小企業関連団体の努力）

中小企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会的第５条
環境の変化に即応して、自主的にその経営の向上を図るよ
う努めなければならない。
２ 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企
業に関する団体（次項において「中小企業関連団体」とい
う ）は、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的。
に取り組むよう努めるものとする。
３ 中小企業者及び中小企業関連団体は、県が行う中小企業
の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるも
のとする。

基本方針第２章
県は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業の振第６条

興に関する施策を講ずるものとする。
⑴ 中小企業者の経営の革新の促進を図ること。
⑵ 中小企業の創業の促進を図ること。
⑶ 中小企業の経営基盤の強化を図ること。
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⑷ 中小企業者の資金調達の円滑化を図ること。
⑸ 経済的社会的環境の著しい変化への中小企業者の適応
の円滑化を図ること。

施策の策定等に関し県が講ずる措置第３章
（中小企業者その他の関係者の意見の反映）

知事は、中小企業の振興に関する施策の策定に当た第７条
っては、当該施策に中小企業者その他の関係者の意見を反
映させるため、中小企業者その他の関係者に対し、当該施
策に関する情報を提供し、当該施策について意見を述べる
機会を付与するとともに、中小企業者その他の関係者相互
間の情報及び意見の交換の促進を図るための措置を講じな
ければならない。
２ 知事は、前項の規定により意見が述べられた場合にあっ
ては、当該意見（次項において「提出意見」という ）を。
十分に考慮して、中小企業の振興に関する施策を策定しな
ければならない。
３ 知事は、中小企業の振興に関する施策を策定した場合に
は、遅滞なく次に掲げる事項を公表しなければならない。
⑴ 当該施策を講ずることとする理由又は目的及び当該施
策の内容

⑵ 提出意見（提出意見がなかった場合にあっては、その
旨）

⑶ 提出意見を考慮した結果及びその理由
４ 前項の規定による公表は、インターネットを利用して閲
覧に供する方法その他適切な方法により行うものとする。
（基本方針を踏まえた支援計画の策定等）

知事は、中小企業支援法第４条第１項に規定する中第８条
小企業支援事業の実施に関する計画（以下「支援計画」と
いう ）を定めるに当たっては、同条第２項の規定による。
ほか、第６条の基本方針を踏まえるものとする。
２ 前条第１項及び第２項の規定は、支援計画を定める場合
について準用する。
３ 知事は、支援計画を定めた場合には、遅滞なくこれを公
表しなければならない。この場合においては、前条第４項
の規定を準用する。
（支援計画に定めた事業の実施状況の公表）

知事は、毎年、支援計画に定めた事業の実施状況を第９条
取りまとめ、これを公表しなければならない。この場合に
おいては、第７条第４項の規定を準用する。
（施策実施上の配慮）

県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当た第10条
っては、当該施策が中小企業の経営に及ぼす影響について
十分に配慮し、独立した中小企業者の自主的な努力を阻害
することのないようにしなければならない。
２ 県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たって
は、中小企業の事業活動が離島その他の地域における経済
及び県民生活に及ぼす影響について十分に配慮し、中小企
業の事業活動の活性化の効果が地域の活性化に寄与するこ
ととなるよう努めなければならない。
３ 県は、小規模企業者に対して中小企業の振興に関する施
策を講ずるに当たっては、経営資源の確保が特に困難であ
ることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の
経営の発達及び改善に努めるとともに、融資その他の事項
について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を
払うものとする。
（産学行政の連携の確保）

県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当た第11条
っては、当該施策が適切に実施されるよう、必要に応じ、
事業者、大学等又は国若しくは市町村に対し、産学行政の
連携について必要な協力を求めるものとする。
（財政上の措置）

県は、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進第12条
するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものと
する。
（市町村への協力）

県は、市町村が行う中小企業の振興に関する施策に第13条
ついて、市町村の求めに応じ、情報の提供、技術的な助言
その他の必要な協力を行うものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。




